
◎公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律 
（令和四年五月一八日法律第四一号）   

一、 提案理由（令和四年四月五日・衆議院財務金融委員会） 

○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました公認会計士法及び金融商品取引法の一部を

改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性の確保並びに公

認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、企業財務書類の信頼性を高めていくこ

とが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次

第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に関する登録

制度を導入することとしております。 

 第二に、監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等である場合における当該監査法人

に対する業務制限を見直すこととしております。 

 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和四年四月一二日） 

○薗浦健太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本案は、会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性の確保

並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、企業財務書類の信頼性を高め

るため、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に関する登録制

度を導入する等の改正を行うものであります。 

本案は、去る四月四日当委員会に付託され、翌五日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴

取し、八日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、

本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和四年五月一一日） 

○豊田俊郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向

上を図り、もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制

度の導入、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し、公認会計士の資格要

件の見直し等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、会計監査の信頼性の確保に向けた課題、公認会計士・監査審



査会によるモニタリングの在り方、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限を見直

す意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


